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令和７年度「こどもの人権ＳＯＳミニレター」事業について（依頼）  

 

 

 このたび、法務省人権擁護局調査救済課長から、別紙のとおり、標記事業  

への協力について、依頼がありました。  

 ついては、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会

及び所管の学校に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校

に対して、各都道府県私立学校主管課及び構造改革特別区域法第 12 条第１

項の認定を受けた各地方公共団体の担当課におかれては、所轄の学校及び学

校法人等に対して、各国立大学法人附属学校主管課及び各公立大学法人附属

学校主管課におかれては、その管下の学校に対して、本件について御周知い

ただきますとともに、この事業への御協力につき特段の御配慮を賜りますよ

うお願いいたします。  

 子供をめぐる人権問題については、学校におけるいじめの事案や家庭内に

おける児童虐待の事案が数多く発生しているほか、いわゆる宗教２世・３世

と呼ばれる子供が抱える悩みが耳目を集めるなど、依然として大きな社会問

題となっているところです。  

これらの事案は、事柄の性質上、周囲の目に付きにくいところで発生する

ことが多く、被害者である子供自身も、教師や親、友人などの身近な人にも

相談しにくいことから、重大な結果が生じてから発覚する例が少なくありま

せん。  



 
身近な人にも相談できない子供たちの悩みごとを的確に把握し、学校及び

関係機関と連携を図りながら、子供をめぐる様々な人権問題の解決に当たる

ことが重要です。  

各位におかれては、この事業の目的を御理解いただき、積極的な御協力を

いただきますよう重ねてお願いいたします。  

 

 

【本件担当】  

                                  文部科学省初等中等教育局  

                                   児童生徒課指導係  

                                     TEL：03-5253-4111（内線 3297）         

E-mail：jidous@mext.go.jp 

 



法 務 省 権 調 第 ４ ２ 号  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 殿 

法務省人権擁護局調査救済課長  

（ 公 印 省 略 ） 

令和７年度「こどもの人権ＳＯＳミニレター」事業への協力方について 

（依頼） 

平素は、法務省の人権擁護機関（以下「当機関」といいます。）の行う人権

擁護活動につきまして、格別の御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げ

ます。  

さて、こどもをめぐる人権問題については、近年、学校におけるいじめの事

案や家庭内における児童虐待の事案が数多く発生しているほか、いわゆる宗教

２世・３世と呼ばれるこどもが抱える悩みが耳目を集めるなど、依然として大

きな社会問題となっているところです。  

これらの事案は、事柄の性質上、周囲の目に付きにくいところで発生するこ

とが多く、被害者であるこども自身も、教師や親、友人などの身近な人にも相

談しにくいことから、重大な結果が生じてから発覚する例が少なくありません。 

そこで、当機関では、身近な人にも相談できないこどもたちの悩みごとを的

確に把握し、学校及び関係機関と連携を図りながら、こどもをめぐる様々な人

権問題の解決に当たることなどを目的として、平成１８年度から、標記事業に

取り組んでいます。  

「こどもの人権ＳＯＳミニレター」（以下「ミニレター」といいます。）は、

便箋と料金受取人払の封筒が一体となったもので、全国の小・中学校、義務教

育学校、特別支援学校（小学部及び中学部）及び中等教育学校（前期課程）の

児童・生徒に配布しています。ミニレターに悩みごとを書いてポストに投函す

ると、最寄りの法務局に届き、法務局職員及び人権擁護委員が一通一通読んで



全てに返事をしています。  

本年度も、引き続き標記事業を実施することとなり、本年５月下旬から順次、

各小・中学校等にミニレターを送付する予定です。ただし、一部地域ではこれ

までと異なる形状のミニレターを配布する予定であり、当該地域には別途依頼

させていただきます。  

つきましては、今後、法務局職員及び人権擁護委員が管内の小・中学校等に

対し、ミニレターの配布についての協力依頼を行うことを予定しておりますの

で、貴職におかれましては、各学校及び教育委員会（私立学校にあっては知事

部局）に対して、その趣旨について周知を図っていただきますとともに、この

事業への協力方につき特段の御配慮を賜りたくお願い申し上げます。  

なお、当機関との連携については、「学校等と法務省の人権機関との連携強

化について（通知）」（平成３０年１２月２７日付け３０受初児生第５号文部

科学省初等中等教育局児童生徒課長通知）が示されており、また、｢いじめの防

止等のための基本的な方針｣（平成２５年１０月１１日付け文部科学大臣決定

（最終改定平成２９年３月１４日））においても、いじめの防止等に関する基

本的考え方として、いじめの問題への対応においては、法務局を含む関係機関

との適切な連携が必要であることが示されていますので、御参考までに申し添

えます。  



別添 

 

令和７年度「こどもの人権ＳＯＳミニレター」事業実施要領 

 

法 務 省 人 権 擁 護 局  

全国人権擁護委員連合会  

 

１ 目的 

学校におけるいじめや児童・生徒に対する暴行・虐待などこどもをめぐる人権問

題は、依然として大きな社会問題となっている。 

法務省の人権擁護機関では、このようなこどもの人権問題への対応策として、令

和７年度も、「こどもの人権ＳＯＳミニレター」（以下「ミニレター」という。）

を全国の小・中学校等の児童・生徒に配布する。本事業は、教師や保護者など身近

な人にも相談できずにいるこどもたちの悩みごとを的確に把握し、学校及び関係機

関と連携を図りながら、こどもをめぐる様々な人権問題の解決に当たるとともに、

法務省の人権擁護機関の相談窓口等（ミニレターによる相談のほか、電話やインタ

ーネット、チャットによる相談等）をこどもやその保護者に周知することを目的と

する。 

なお、令和７年度においても、基本的には料金受取人払の便箋兼封筒型のミニレ

ターを配布することとしているところ、一部の地域（長野地方法務局本局及び管下

の支局の一部（松本支局、上田支局、大町支局、飯山支局及び佐久支局）並びに長

崎地方法務局本局及び管下の全ての支局の管轄区域。ただし、同区域にある特別支

援学校を除く。）においては、従来配布していたミニレターに代えて、料金受取人

払のはがき型のミニレターを配布する取組を実施する。 

２ 対象者 

全国の小学校及び中学校（中等教育学校（前期課程）、義務教育学校及び特別支

援学校（小学部及び中学部）を含む。以下「学校等」という。）の児童･生徒全員並

びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第１項第３号に規定する少年 

３ 実施機関 

法務局・地方法務局（以下「法務局」という。）及び都道府県人権擁護委員連合

会（以下「都道府県連合会」という。） 

４ 実施期間 

 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

５ 実施方法 
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(1) 法務省人権擁護局（以下「人権擁護局」という。）が行うもの 

ア 本事業の実施に当たり、文部科学省を通じ、各都道府県・指定都市教育委員

会、各都道府県私立学校、附属小・中学校を置く各国立大学法人附属学校、附

属小・中学校を置く各公立大学法人附属学校及び義務教育諸学校を設置する学

校設置会社を所轄する構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第１

２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の担当課に対し、こども家庭庁を通

じ、各児童相談所に対して協力を要請する。 

イ 令和７年５月下旬から同年７月上旬にかけて、発送業者を介して、法務局が

指定する場所に製作業者が製作したミニレターを送付する。 

なお、児童相談所を通じて児童に配布するミニレターについては、法務局に

送付する。 

(2) 法務局が行うもの 

ア (1)アの協力要請後、公立の学校を管轄する市区町村教育委員会及び児童相談

所に対して、本事業の目的及び概要を説明の上、協力を要請する。 

イ 本事業の実施に当たり、学校等に対して本事業の目的及び概要を説明の上、

ミニレターの児童又は生徒への配布について協力を要請する。 

なお、要請の際には、学級担任等にも本事業の趣旨が伝わるよう配意する。 

ウ 都道府県連合会と役割分担及び具体的実施方法等について協議の上、本事業

を実施する。 

エ 学校及び児童相談所等へのミニレターの配布及び児童・生徒等から送付され

たミニレターへの返答は、法務局職員と人権擁護委員とが連携して行う。 

オ 児童・生徒等から送付されたミニレターについては、人権相談として取り扱

い、相談内容の秘密を厳守する。いじめ、児童虐待等の重大な事案が疑われる

場合には、人権侵犯事件として調査を開始（立件）し、必要な調査を遂げた上

で適切な措置を講ずる。 

なお、管下支局管轄区域内の児童・生徒等から送付されたミニレターについ

ては、当該支局の職員及び人権擁護委員において対応するよう指示して差し支

えない。 

カ 都道府県連合会と連携し、学校等へのミニレターの配布枚数及び児童・生徒

等から送付されたミニレターの通数を、四半期ごとに、各四半期の末月の翌月

１０日までに、別途指定するフォルダに格納してある別紙様式に記入する。ま

た、毎月のミニレターへの対応結果については、人権擁護事務支援システムに
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より所定の項目を入力して報告する。 

  なお、はがき型のミニレターを配布する取組の実施局においては、「便箋兼

封筒型」又は「はがき型」の種類ごとに区別して報告すること。 
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とも つい　か

友だち追加はこちらから

インターネットでも相談できます。インターネットでも相談できます。
そう だんそう だん

切り取って2つ折りにすると
カードになるよ。

き と お

※申し込んだ後に、相談内容を書き込むためのＵＲＬアドレスが
　送られてきます。

もう

おく

こ あと そう だん ない か こよう

困ったときに相談できる
連絡先カードです。

切り取って、
いつも持っていてね。

き と

も

こま

れん らくさき

そうだん

インターネット 人権相談
じん けん そう だん

検索
けん さく

こどもの人権
じん けん

きりとりきりとりきりとりきりとり

き
り
と
り

き
り
と
り

き
り
と
り

き
り
と
り

き
り
と
り

き
り
と
り

き
り
と
り

SOS － eメールSOS － eメール

今の気持ちは？
き もいま

かなしいこまったー いやだ！こわい・・

じゅう しょ

住所

❸やまおり線を順番に折り、「の
りづけ」と書いてあるところに
のりをつけて封筒を作ります。
のりをつけて、しっかりはって
ください。

せん じゅん

か

つく

ばん お

ふう とう

❹のりが乾いてから手紙を封筒に入れて封筒の中から
手紙が出てしまわないように、赤い部分の裏側を
しっかりのりではってからポストに入れてください。

で

い

ふう とう ふう とう なかいかわ て がみ

て がみ あか ぶ ぶん うら がわ

へん じ ば しょ じゅうしょ でん わ ばん ごう ま ちが か

返事がほしい場所の住所や電話番号を間違えないように最後まで書いてね。
さい ご

やまおり

きりとり きりとり線に沿って、
切り取ることができるよ。
番号順に折って、
封筒をつくってね。

き

ふうとう

と

おばんごうじゅん

せん そ

※はさみがなくても作れるよ。
つく

（
小
学
生
用
）

（ここには何も
書かないでね。）

なに

か

LINEでも相談できるよ。
そう だん

③何をされた？
なに

うちて がみ がっ こう ほか

手紙（　  あなたのお家 　  学校 　  その他（　　　　　                                ））　
でん わ

電話（　  自分の携帯電話 　  あなたのお家 　  その他（　　　　                     ））
でん わけい たいじ ぶん うち ほか

差
出
有
効
期
間

20
26
年
3月
31

日
ま
で

（
切
手
不
要
）

切
手
は
20
26
年
3月
31
日
ま
で
い
り
ま
せ
ん
。

き
っ

ね
ん

が
つ

に
ち

て

切手は2026年3月31日までいりません。
きっ ねん がつ にちて
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カード

音声コードを利用される方に配布する際
は、音声コードの位置がわかるように、
右下の点線部を丸く切り取ってください。

おんせい

みぎした てんせん ぶ まる き と

おんせい

り よう かた

い ち

さいはい ふ

中学生用

とも つい　か
こちらから
友だち追加してください

●友達からいじめを受けている
●暴力を受けて悩んでいる
●SNSやインターネットで悪口を書き込まれた

●親の宗教を理由に学校行事に参加できない
●学校や家族、その他のことで悩みがある

例えばこんなときに利用してください
とも だち う

がっ こう か ぞく ほか なや

おや しゅうきょう がっ こうぎょう じ さん かり ゆう

ぼうりょく う なや

りたと よう

わる くち か こ

ＳＯＳミニレターの利用のながれ

希望の連絡方法
（電話・手紙）で

あなたに返事をします。

き ぼう れん らく ほう ほう

でん わ て がみ

へん じ

り よう

「こどもの人権ＳＯＳミニレター」「こどもの人権ＳＯＳミニレター」について

あなたが悩んだり困ったりしていることなどについて書かれた手紙を、人権問題に詳しい人が 
読んで、手紙や電話でお返事をします。相談内容や個人情報などの秘密は守りますので、安心して
相談してください。お友達が困っているときも相談してください。
※相談には、みなさんの人権を守る仕事をしている人権擁護委員や法務局職員が応じます。また、相談内容によっては、関係機関とともに対応する場合が
　あります。

人権とは一人ひとりが人間らしく生きるための権利です。人は生まれたときから、誰もがこの権利を持って
います。周りの人から言葉や暴力で傷つけられたり、無視されるのは、大切な人権が守られていないとい
うことです。私たち法務省の人権擁護機関は、みなさんの人権を守る仕事をしています。

じん

わたし ほう む じん けん じん けん まも し ごとよう ご き かんしょう

ことひとまわ ば ぼう きず む たい せつ じん けん まもしりょく

けん にん けん ひと う だれり けん り もげん いひ とり
人権ってなに？
じん けん

この冊子には、ＳＯＳカードの横に

音声コードが印刷されています。

Uni-Voiceアプリを使用して読

み取ると、記録されている情報を

音声で聞くことができます。

さっ し よこ

おんせい いんさつ

よようし

じょうほう

せい き

ろく

おん

きと

この裏面に相談したいことを書いて送ってください。切手は不要です。
うら めん きっ て ふ ようそう だん か おく

相談内容の秘密は守ります。
そう だん ない よう ひ みつ まも

その悩み、私たちに相談してみませんか？

悩んでいるあなたへ。
なや

わたしなや そう だん

ＳＯＳミニレターの他に、「電話」「メール」 で相談することもできます。、「電話」「メール」、「ＬＩＮＥ」「ＬＩＮＥ」
ほか そう だんでん わでん わ

困ったときに相談できる連絡先カードです。切り取って、携帯してください。
こま そう だん れん らく さき き と けい たい

や
ま
お

相談時間：月曜日～金曜日  午前8：30～午後5：15
そう げつ よう び よう び ご ご ごぜんきんだん じ かん

じん けん

なや

てよ

そう だん とも だち こま そう だん

そうだん じん けん いんしまも じんけんよう ご ほう いん おう そうだんないよう かんけい き かん たいおう ば あいむ きょくしょくごと い

がみ でん わ へん じ そう だん ない よう こ じん じょうほう ひ みつ まも あん しん

こま か て がみ じん けん もん だい くわ ひと

あなたの手紙を
人権問題に詳しい人が読んで、
悩みを解決できる方法を考えます。

て がみ

じん けんもん だい くわ

ほうほうけつかい かんがなや

ひと よ裏の用紙に悩みを書いて
送ってください。
おく

うら よう なや かし

じん け
ん

ミニレター

じん
けん

困ったことをなんでも相談してください。

0120-007-1100120-007-110
フリーダイヤル ぜろぜろ なな の ひゃくとおばん

困ったことをなんでも相談してください。

※携帯電話・スマートフォンからもかけられます。
けい たい でん わ

※あなたの近くの法務局につながります。
ほうちか む きょく

そうこま だん

こどもの人権110番こどもの人権110番
じん けん ばん

通話無料
つう わ む りょう

人権イメージキャラクター
「人KENあゆみちゃん」

じん けん

じん
人権イメージキャラクター
「人KENまもる君」

じん けん

じん くん

メールで相談そう だん

法務省のホームページでも相談を受け付けています。
ほう そう だん う つむ しょう

こどもの人権
じん けん

検 索

クリック!
けん さく

インターネット  人権相談
じん けん そう だん

こちらからでも
アクセスできますSOS － eメールSOS － eメール

電話で相談
でん わ

そう だん

相談時間：月曜日～金曜日　午前8：30～午後5：15
そう げつよう び よう び ご ぜん ご ごきんだん じ かん

こどもの人権
じん

ばん

けん

110番110番

通話
無料

つう わ

りょうむ0120-007-110
フリーダイヤル ぜろ ななぜろ の ひゃくとおばん

ＬＩＮＥでも相談を受け付けています。
そう だん う つ

LINEじんけん相談LINEじんけん相談
そう だん

検 索

クリック!
けん さく

LINEじんけん相談
そう だん

LINEで相談そう だん

2024　こどもの人権SOSミニレター　中学生版　表面 東京
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の
り
づ
け

山
折
り
①

山
折
り
①

山
折
り
②

山
折
り
②

山折り③山折り③

山折り④山折り④

今、困っていること、悩んでいることを書いてください（いつ、だれに、何をされましたか？） 。

切り取って2つ折りにすると
携帯しやすいカードになります。

切り取って、いつも
携帯してください。

あなたのことを
教えてください。

ふりがな

名前

学校名 組年

じゅう しょ

住所

困ったときに相談できる
連絡先カードです。

こま

れん らくさき

そうだん

〒

の
り
づ
け

（
中
学
生
用
）

わでん

電話（　　　　） －
（ここには何も書か
 ないでください。）

なに か

❶メッセージを書いたら、
真ん中のきりとり線で
切りはなします。

か

ま

き

なか せん
❷下のカードを切りはなし、
封筒を切り取ります。

した き

ふう とう き とＳＯＳミニレターの送り方
おく かた

❸山折り線を順番に折り、「のり
づけ」と書いてあるところにの
りをつけて封筒を作ります。
　のりをつけて、しっかり貼って
ください。

せん じゅん

か

つく

は

ばんやま お お

ふう とう

❹のりが乾いてから手紙を封筒に入れて封筒の
中から手紙が出てしまわないように、しっか
りのりで貼ってからポストに入れてください。

なか で

は い

ふう とう ふう とういかわ て がみ

て がみ

山
折
り
②

き
り
と
り

山
折
り
②

き
り
と
り

山
折
り
②

き
り
と
り

山折り④きりとり 山折り④きりとり

山
折
り
②

き
り
と
り

山折り

きりとり きりとり線に沿って、
切り取ることができます。
番号順に折って、
封筒をつくってください。

き

ふうとう

と

おばんごうじゅん

せん そ

やま お

や
ま
お

やま お

やま お

き

けいたい

と お

き

けい たい

と

まえ

くみねん

いじめのこと 　　いじめ以外の学校のこと 　　家庭のこと 　　その他 （　　　　　　　　　　　　）

困っていること、悩んでいることは？
こま なや

い がい がっ こう か てい ほか

返答希望場所の住所や電話番号を正確に書いてください。
へん とう き ぼう ば しょ じゅうしょ でん わ ばん ごう せい かく か

がっ こう めい

な

いま こま なや か

書ききれないときは別の紙に書いて一緒に送ってください。
か べつ かみ か いっ しょ おく

や
ま

お

おし

なに

へん じ ほう ほう

返事はどの方法が
いいですか？

うちて がみ がっ こう ほか

手紙（　  あなたのお家 　  学校 　  その他（　　　　　                                ））　
でん わ

電話（　  自分の携帯電話 　  あなたのお家 　  その他（　　　　                     ））
でん わけい たいじ ぶん うち ほか

手紙に書いた悩みを誰かに相談できていますか？
て がみ か なや だれ そう だん

家　族 ： 誰に（　　　　　　）　　先生　　  友だち
か ぞく だれ せん

ほか だれ だれ そう だん

せい とも

その他 ： 誰に（　　　　　　）　　誰にも相談していない

※はさみを使わずにつくれます。
つか

もう

おく

こ あと そう だん ない よう か こ

※申し込んだ後に、相談内容を書き込むためのＵＲＬアドレスが
　送られてきます。

とも つい　か

友だち追加はこちらから

インターネットでも相談できます。インターネットでも相談できます。
そう だんそう だん

インターネット 人権相談
じん けん そう だん

検索
けん さく

LINEでも相談できます。
そう だん

せい べつ

性 別

こどもの人権ＳＯＳ－eメールじん けん

切
手
は
20
26
年
3月
31
日
ま
で
い
り
ま
せ
ん
。

き
っ

ね
ん

が
つ

に
ち

て

切手は2026年3月31日までいりません。
きっ ねん がつ にちて

差
出
有
効
期
間

20
26
年
3月
31

日
ま
で

（
切
手
不
要
）
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